
令和 3 年 6 月 2 日 参議院憲法審査会議事録 

 

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。 

 今回の国民投票法改正案の最大の問題は、衆議院での修正部分の解釈が定まっ

ていないということであります。 

 先日の質疑の中で自民党の議員は、附則第四条の規定は原案の審議と改正の発

議を妨げるものであってはならないという私の主張に、もろ手を挙げて賛成する

と言明しました。私たちはその趣旨を体現する修正案を提出しますので、自民党

の皆様には是非とも御賛同をお願いします。 

 一方で、立憲民主党の議員は答弁の中で、憲法原案の審議と国民投票関係の審

議を同時に行うことは、法的には可能だが政治的には難しいという趣旨の発言を

しました。 

 しかし、そのような立法者の相反する、あるいは曖昧な解釈を残したままでは、

今後の委員会審議が、審査会審議が混乱するのは必至です。このままでは、これ

までの三年間に加え、今後も最大三年間、合計六年間も改正議論が行われないと

いう最悪の結果を招くことになりかねません。 

 こうした状況を打破するために、既に申し上げたとおり、日本維新の会は修正

案の提出を考えています。是非とも各会派の皆様の御理解、御賛同をお願いしま

す。 
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 次に、小委員会設置について提案します。 

 憲法審査会で改正原案をまとめるには、意見発表ではなく、議論の集約が求め

られます。審査会規程、憲法審査会規程第七条にも小委員会設置ができることに

なっています。そのメリットは、集中的あるいは継続的に特定の案件の審査又は

調査を行うことにより、委員会自体の効率的、効果的運営が図れるというところ

にあります。国民投票法関係の議論はこの小委員会制度の効用にぴったりと当て

はまります。 

 これまでも衆参両院の委員会において数々の小委員会が設けられ、一定の成果

を上げてきました。また、平成十六年の第百五十九国会において、参議院の当時

の憲法調査会にも二院制と参院制の在り方に関する小委員会を設置、活用して成

果を上げた前例もあります。 

   〔会長代理那谷屋正義君退席、会長着席〕 

 今後の憲法審査会の運営を滞らせることなく、憲法本体の改正論議と、改正審

議と国民投票関係の審議を分業的に同時進行するために極めて有効な手段です。

是非とも各会派において御協議、御賛同をお願い申し上げます。 

 この件については幹事会でも提案しましたが、改めてここで林会長に当審査会

における国民投票法検討小委員会設置の取りまとめをお願いしたいと思いますが、

会長、いかがでしょうか。 

○会長（林芳正君） ただいまの件につきましては、後刻幹事会において協議い
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たします。 

○松沢成文君 ありがとうございます。 
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